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参考資料１
原子力災害後の原子力防災対策の取組 ・

福島県原子力安全対策課
平成２６年１月２４日

１ 地域防災計画原子力災害対策編の修正と取組

年度 年月日 地域防災計画原子力災害対策編の修正 計画に基づく県の取組 原子力防災にかかる国の主な動きほか

２２ 平成23年3月11日 東日本大震災・原子力災害発生

２３ 12月 初動対応の検証 災害対応に係る関係機関への書面及び聞き取りによる調査
～平成24年3月

２４ 4月～9月 初動対応の検証(H24.10.9公表)

9月 ステップ１ 防災会議原子力防災部会（平成２４年度第１回）(H24.9.5)
初動検証結果等を踏ま
えた見直し

10月 (主な内容) パブリックコメント（市町村等意見照会）(H24.10.5～11.5(10.26))
○重点区域の暫定拡大
６町(10km) 原子力規制委員会において防災対策に関し県が意見(H24.10.17) 原子力災害対策指針を策定(H24.10.31)
⇒13市町村(全域) （①本県の実情を踏まえた災害対策指針の策定、②自治体の役割や

○通報体制の強化 関与の明確化、③応急対策における財源・人材の確保の仕組みの整
多重化、連絡員派遣 備を要望）

○初動対応の強化
11月 大地震・大津波で即時 防災会議原子力防災部会（平成２４年度第２回）(H24.11.21)

に原子力班を設置
防災会議（平成２４年度第１回）(H24.11.29) 通信連絡体制

・緊急時連絡網の整備、衛星携帯電話の配備
12月 内閣総理大臣報告（災害対策基本法第40条第4項）(H24.12.3)

暫定避難手順(案)
平成25年1月 ステップ２ 原子力防災部会ワーキンググループ(H25.1.10)

指針を踏まえた防護対 原子力防災資機材の整備
2月 策基準等の設定 防災会議原子力防災部会（平成２４年度第３回）(H25.2.4) ・防護服、マスク等

(主な内容)（※） ・サーベイメータ、個人線量計など 原子力災害対策指針を改正(即時避難区
○即時避難区域等設定 パブリックコメント（市町村等意見照会）(H25.2.12～H25.2.26) 域、初動対応基準及び防護対策基準等の
PAZ:5km,UPZ:重点区域 オフサイトセンター整備 設定)(H25.2.27)

3月 ○初動対応基準の設定 防災会議原子力防災部会（平成２４年度第４回）(H25.3.15) ・用地選定、設計
EAL:3区分

○防護対策基準の設定 防災会議（平成２４年度第２回）(H25.3.26)
OIL:放射線等実測値

２５ 5月 ○緊急輸送の支援 内閣総理大臣報告（災害対策基本法第40条第4項）(H25.5.2)
避難時間推計シミュレーション

6月 ステップ３ 原子力防災訓練 原子力災害対策指針を改正(緊急時モニ
改正指針を踏まえたモ タリング体制等)(H25.6.5)

ニタリング実施体制の見 ○第１回通信連絡訓練(H25.6.26)
直し （暫定重点区域市町村を中心） 災害対策基本法一部改正(H25.6.21)
(主な内容)

9月 ○緊急時モニタリング実 原子力災害対策指針を改正(ＥＡＬ要件)
施体制の強化 (H25.9.5)

・緊急時モニタリングセ ○第２回通信連絡訓練(H25.9.20)
ンターの設置支援 （全市町村・関係機関を対象）

10月 ・対象区域を全県に拡大 原子力防災部会ワーキンググループ(H25.10.25)
・実施体制の拡充

11月 保福部、農水部の参加 防災会議原子力防災部会（平成２５年度第１回）(H25.11.25)
・現地(OFC)におけるデ

12月 ータ公表 パブリックコメント（市町村等意見照会）(H25.12.6～H26.1.6)
○原子力防災広報訓練(H25.12.26)
（発電所周辺５町における訓練）

平成26年1月 防災会議原子力防災部会（平成２５年度第２回）(H26.1.24) （第３回通信連絡訓練）

2月（予定） 防災会議（平成２５年度第１回）

3月 県広域避難計画(予定)

（※）ＰＡＺ、ＵＰＺ、ＥＡＬ及びＯＩＬについては、裏面の「Ⅳ参考（防護対策にかかる用語）」を参照。
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２ 原子力防災資機材等の整備について

県は、県地域防災計画原子力災害対策編に基づき、原子力災害対策を充実・強化するため、平成２４年度から暫定的な重点区域内の１３市町村及び関係機関に対し、通信機器の整備、防災資機材の整備等を進めている。

Ⅰ 通信連絡体制の強化

１ 衛星携帯電話

（１）目的
原子力災害時において一般電話等が利用できない場合の通信手段

（２）整備状況
（整備済み） １３市町村、県（原子力安全対策課、相双地方振興局及び原子力センター）
（２５年度整備）消防本部（伊達、郡山、いわき、双葉、相馬）、県地方振興局（県北・県中・いわき）

（３）整備数
１３市町村、原子力安全対策課 ：各２台
消防本部、県地方振興局、原子力センター ：各１台

２ 原子力防災緊急時連絡網

（１）目的
原子力災害時における専用連絡網として整備。電話、ファクシミリによる一斉連絡や国等との通信を
行う。また、一部機関にはＴＶ会議システムを整備する。

（２）整備内容
① 電話及びファクシミリ（専用回線敷設）
（整備済み） 双葉町を除く１２市町村、双葉消防本部及び県（県警災害対策課、原子力安全対策課）
（２５年度整備）双葉町、地方振興局（県北・県中・いわき）、消防本部（伊達、郡山、いわき、相

馬）、原子力規制庁福島第一原子力規制事務所、同第二原子力規制事務所
② ＴＶ会議システム
（整備済み） いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、川内村
（２５年度整備） 原子力規制庁福島第一原子力規制事務所、同第二原子力規制事務所
（帰還時期を踏まえ整備）富岡町、大熊町、双葉町、葛尾村、浪江町、飯舘村

③ 国との衛星通信回線の整備
（２５年度整備） 国（原子力規制庁等）と県（災害対策本部）との間を衛星通信回線により多重化

Ⅱ 原子力防災資機材の整備について

（１）整備対象
暫定重点区域１３市町村と県・関係機関

（２）整備数
・防護服等は、原子力防災業務に従事する人数を基本として算定
・屋内退避や避難等が３日間で完了できることを想定し、３日間分を備蓄
・３日目以降の活動資機材は調達

（３）整備期間
平成２４年度から５年間で計画的に整備

（４）整備する資機材（例）
ア 保護具セット（不織布防護服、手袋、靴カバー等）
イ ゴム長靴
ウ 半面保護マスク及び吸収缶
エ 除染キット
オ ハンドマイク
カ 資機材保管庫（ロッカー）
キ 個人線量計
ク ＧＭ管式サーベイメータ
ケ シンチレーション式サーベイメータ
コ 広報用車両、資機材運搬車両

Ⅲ その他
１ 簡易サーベイメータの整備
（１）目的

避難所等に配備し、住民が容易に空間放射線量率を把握できるようにするもの。
（２）整備対象

暫定重点区域１３市町村の避難所等
（３）整備数

避難所等の設置数の合計（約１１００箇所）
（４）整備時期

２５年度内予定

Ⅳ 参考（防護対策にかかる用語）

略語 内容

ＰＡＺ (Precautionary Action Zone)
「予防的防護措置を準備する区域」 （施設から５km範囲）

区域
ＵＰＺ (Urgent Protective Action Planning Zone)「緊急防護措置を準備する区域」

（施設から３０km範囲）

ＥＡＬ (Emergency Action Level)
「緊急時活動レベル」（原子力施設の状況に応じた緊急事態の区分）

基準
ＯＩＬ (Operational Intervention Level)

「運用上の介入レベル」（測定器による実測値に基づき判断する基準値）

ＥＡＬ 【原子力施設の状況】に基づき、
避難等の必要性を判断する基準（３段階）（当面の設定）

●警戒事態（ＰＡＺの避難準備開始）
（例）震度６弱以上、大津波警報、重大トラブルなど

●施設敷地緊急事態（ＰＡＺの要援護者の避難等）
（例）原子炉冷却材の漏えい、全交流電源喪失、原子炉内水位の低下、全冷却機能の喪失など

原災法第１０条通報
●全面緊急事態（ＰＡＺ住民避難、ＵＰＺの防護対策の準備開始）
（例）全非常用炉心冷却装置の注水不能、全非常用直流電源の喪失、炉心溶融を示す温度等の

検知など 原災法第１５条事象

ＯＩＬ 【実測値】に基づき、
屋内退避等の必要性を判断するための基準（緊急時当初に適用）

○ 緊急防護措置
＜ＯＩＬ１＞

実測値 防護措置
空間放射線量率 500μSv/h 数時間内に避難、屋内退避等

＜ＯＩＬ４＞
実測値 防護措置

皮膚表面計数率 40000cpm 除染
13000cpm
(1カ月後)

○ 早期防護措置
＜ＯＩＬ２＞

実測値 防護措置
空間放射線量率 20μSv/h 屋外で生産された食品の摂取制限、住民等の

１週間程度内の一時移転

○ 飲食物摂取制限
＜飲食物に係るスクリーニング基準＞

実測値 防護措置
空間放射線量率 0.5μSv/h 飲食物測定を実施すべき地域を特定する基準

＜ＯＩＬ６＞（抜粋）（１週間内を目途に制限を迅速に実施）【実測値】
放射性ヨウ素
飲料水 300Bq/kg以上
野菜類 2000Bq/kg以上

放射性セシウム
飲料水・牛乳等 200Bq/kg以上
野菜類、穀類、肉・卵・魚・他 500Bq/kg以上


